
                               
                                    

議案第２号 

 

県立高等学校生徒募集定員の見直しに関する基本方針

並びに令和９年度（２０２７年度）及び令和１０年度（２

０２８年度）県立高等学校生徒募集定員の変更計画につ

いて 

 

  
 このことについて、別紙のとおり定めることとする。 

 

（提案理由） 

県立高等学校の生徒募集定員の見直しに関する基本方針並びに変更計画につ

いては、熊本県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則第２条第

２項の規定により、教育委員会に付議する必要があるため。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
    参考：関係法令条項 

 
 
●熊本県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則 

（平成20年4月1日施行 教育委員会規則第5号） 

  

 

  第２条（教育長へ委任しない事務） 

  第２項 教育長は、前項各号に揚げるもののほか、重要又は異例に属する事務

については、教育委員会に付議しなければならない。 
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県立高等学校生徒募集定員の見直しに関する基本方針 

令和７年（２０２５年）１２月２日 

高校教育課 

１．募集定員見直しの考え方 

現状において、県全体で約６０クラス分の定員割れが生じており、中学校卒業予定者数の推移を

見れば、今後１０年間で更に約５０クラス分の入学者の減少が見込まれる。 

このような状況に鑑み、令和７年９月１０日に県立高等学校あり方検討会より受けた提言に基づ

き、令和１６年度(２０３４年度)までに全県で６２学級減を目標とし、募集定員の適正化に取り組

む。 

募集定員の適正化においては、（１）計画的な学級減、（２）定員割れによる学級減の２通りの

方策で取り組んでいく。 

 

（１）計画的な学級減の考え方 

全県的な視野に立ち、普通高校・専門高校にかかわらず、また、募集定員充足の有無にかかわ

らず、全校を対象に計画的な学級減を実施する。 

具体的な実施年度や実施校及び対象となる学科等については、対象校とも協議の上、検討して

いく。 

 

（２）定員割れによる学級減の考え方 

定員割れが一定期間続く学校については、学級減の基準等（地域魅力化特例校含む）を今後策

定し、一定の周知期間を設けたうえで、令和１０年度（２０２８年度）以降、適用を開始する。 

 

２．令和９年度及び令和１０年度県立高等学校生徒募集定員の変更計画に関する考え方 

（１）令和１６年度までの中学卒業予定者の減少数が最も大きい県央学区を先行して実施する。 

（２）１学年あたりの学級数が多い学校から、普通系高校を先行して実施する。 

※令和１１年度以降、専門高校も実施予定。 

 

３．今後の生徒募集定員及び生徒募集定員変更計画決定の手順 

（１）令和８年７月教育委員会において、令和９年度生徒募集定員と令和１０年度及び令和１１年度

生徒募集定員変更計画を決定する。 

（２）令和９年度以降は、毎年度７月教育委員会において、翌年度の生徒募集定員と以後２年分の生

徒募集定員変更計画を併せて、計３年分の見通しを決定する。 

 

（参考）令和7年度旧学区別学校規模一覧 

　 湧心館 熊本農業 第一 済々黌

熊本西 熊本

熊　本 熊本北 第二

東稜 熊本工業

熊本商業

甲佐 松橋 小川工業 御船 　

矢部 宇土

荒　玉 岱志 北稜 玉名工業 玉名 　  

鹿本農業 鹿本商工 菊池農業 鹿本 翔陽 大津 　

菊池

小国 　 阿蘇中央

高森

泉分校 八代農業 八代東 八代清流 八代 八代工業

芦北 水俣 　

五木分校 球磨中央 球磨工業 人吉

南稜

天　草 倉岳校 牛深 上天草 天草工業 天草 天草拓心 　

県央
学区

県北
学区

県南
学区

学区 旧学区 １学級 ２学級 ３学級 ４学級 ５学級 ６学級 ７学級

菊　鹿

八　芦

球　磨

阿　蘇

宇　上

８学級 ９学級 １０学級
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令和９年度（２０２７年度）及び令和１０年度（２０２８年度）県立高等

学校生徒募集定員の変更計画 

 

１ 令和９年度県立高等学校生徒募集定員の変更計画 

学区 高校名 学科・コース 
変更前 変更後 

学級数 募集定員 学級数 募集定員 

県央 

済々黌高校 普通 １０ ４００ ９ ３６０ 

第一高校 
普通 ８ ３２０ 

８ ３２０ 
普通（英語コース） １ ４０ 

熊本西高校 

普通 ７ ２８０ 

８ ３２０ 普通（スポーツコース） １ ４０ 

サイエンス情報 １ ４０ 

東稜高校 

普通 ７ ２８０ 

８ ３２０ 普通（国際コース） １ ４０ 

普通（理数コース） １ ４０ 

県北 大津高校 

普通 ６ ２４０ 

７ ２８０ 
理数 １ ４０ 

普通（スポーツコース） 
１ 

２０ 

普通（美術コース） ２０ 

〇学級減対象は５校、計５学級（２００人）とし、各校１学級（４０人）減とする。 

〇学級減を実施する学科・コースについては令和８年７月に決定する。 

 

２ 令和１０年度県立高等学校生徒募集定員の変更計画 

学区 高校名 学科・コース 
変更前 変更後 

学級数 募集定員 学級数 募集定員 

県央 

熊本高校 普通 １０ ４００ ９ ３６０ 

第二高校 

普通 ８ ３２０ 

９ ３６０ 理数 １ ４０ 

美術 １ ４０ 

熊本北高校 

普通 ７ ２８０ 

８ ３２０ 理数 １ ４０ 

英語 １ ４０ 

県北 玉名高校 普通 ７ ２８０ ６ ２４０ 

県南 人吉高校 普通 ７ ２８０ ６ ２４０ 

〇学級減対象は５校、計５学級（２００人）とし、各校１学級（４０人）減とする。 

〇学級減を実施する学科・コースについては令和９年７月に決定する。 
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